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○福井県奨学育英基金管理規則 

昭和四十五年四月一日福井県教育委員会規則第八号 

改正 

昭和四七年 四月 一日教育委員会規則第五号 

昭和四九年一二月二五日教育委員会規則第一三号 

昭和五二年 三月一八日教育委員会規則第二号 

昭和五四年 三月三〇日教育委員会規則第三号 

昭和五六年 三月二八日教育委員会規則第四号 

昭和五六年 七月一一日教育委員会規則第七号 

昭和五九年 三月二四日教育委員会規則第四号 

昭和六二年 九月 一日教育委員会規則第三号 

平成 二年 三月三一日教育委員会規則第六号 

平成 五年 三月二五日教育委員会規則第一号 

平成 八年 三月一九日教育委員会規則第二号 

平成一〇年 三月三一日教育委員会規則第五号 

平成一一年 三月三一日教育委員会規則第二号 

平成一二年 三月三一日教育委員会規則第六号 

平成一三年 四月 一日教育委員会規則第六号 

平成一四年 三月二〇日教育委員会規則第三号 

平成一六年一一月二四日教育委員会規則第九号 

平成一九年 三月 九日教育委員会規則第三号 

平成二三年 三月一一日教育委員会規則第一号 

平成二三年 九月二〇日教育委員会規則第六号 

平成二五年 三月二九日教育委員会規則第二号 

平成二七年 三月一二日教育委員会規則第二号 

平成二八年一〇月二八日教育委員会規則第一〇号 

平成三〇年 三月二七日教育委員会規則第一号 

平成三一年 三月一九日教育委員会規則第一号 

平成三一年 四月二六日教育委員会規則第八号 

〔福井県奨学育英資金貸付基金管理規則〕を公布する。 
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福井県奨学育英基金管理規則 

（趣旨） 

第一条 この規則は、福井県奨学育英基金条例（昭和四十五年福井県条例第三号。以下「条例」と

いう。）第十三条ならびに福井県事務委任規則（昭和四十四年福井県規則第一号）第七条および

別表第三第一項第六号の規定に基づき、福井県奨学育英基金（以下「基金」という。）の管理に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（意義） 

第一条の二 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 奨学金 条例第一条の奨学育英資金をいう。 

二 修学奨学金 通学奨学金、福井県きぼう応援奨学金および福井県きぼう応援海外留学奨学金

以外の奨学金をいう。 

三 通学奨学金 条例第三条に規定する奨学金の貸付対象者（大学（短期大学および大学院を含

む。第十九条において同じ。）に在学する者を除く。）であって、通学に利用する交通機関の

運賃が高額であるため、福井県教育委員会（以下「教育委員会」という。）が奨学金の貸付け

を必要と認めるものに貸し付ける奨学金をいう。 

四 福井県きぼう応援奨学金 向学心に富み、優れた素質を有するにもかかわらず、経済的理由

により修学に困難がある生徒または学生であつて、教育委員会が奨学金の給付を必要と認める

ものに給付する奨学金をいう。 

五 福井県きぼう応援海外留学奨学金 外国の高等学校に留学する、向学心に富み、優れた資質

を有する生徒または学生であつて、教育委員会が奨学金の給付を必要と認めるものに対する奨

学金をいう。 

六 貸与奨学生 奨学金の貸付けを受ける者をいう。 

七 給付奨学生 第四号の奨学金の給付を受ける者をいう。 

八 留学奨学生 第五号の奨学金の給付を受ける者をいう。 

九 奨学生 貸与奨学生、給付奨学生および留学奨学生をいう。 

十 自宅通学 奨学生がその者の生計を主として維持する者（以下「生計維持者」という。）と

同居してする通学または奨学生が生計維持者と住居を異にしてする通学であつて、教育委員会

が通学に要する距離、時間等を考慮した場合に当該生計維持者と同居してする通学に準じて取

り扱うことを適当と認めるものをいう。 
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十一 自宅外通学 自宅通学以外の通学をいう。 

十二 通学費 通学に利用する交通機関で教育委員会が適当と認めるものの運賃の額をいう。 

（基金の運用計画） 

第二条 福井県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）は、年度当初において基金の運用計

画を策定しなければならない。 

２ 教育長は、前項の運用計画を策定しようとするときは、知事に協議しなければならない。 

（給付対象者） 

第二条の二 福井県きぼう応援奨学金の給付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件の

いずれにも該当する者であつて、教育委員会が福井県きぼう応援奨学金の給付を認めるものとす

る。 

一 県内に在住する者の子弟等であること。 

二 県内の高等学校もしくは高等専門学校または特別支援学校の高等部に在学していること。 

三 学業成績および人物が優れ、ならびに健康であること。 

四 学資の支弁が困難であること。 

２ 福井県きぼう応援海外留学奨学金の給付を受けることができる者は、前項第一号から第三号ま

でおよび次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者であつて、教育委員会が福井県きぼう応

援海外留学奨学金の給付を認めるものとする。 

一 日本国籍または出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第二の永

住者の在留資格を有する者であること。 

二 高等学校もしくは特別支援学校の生徒または高等専門学校の学生の海外留学に関する普及啓

発活動を実施する意思があること。 

三 次のいずれかに該当する留学をする者であること。 

イ 学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第九十三条第二項（同令第百十三

条第三項または第百三十五条第五項において準用する場合を含む。）または同令第百七十六

条第二項の規定による単位の修得の認定が見込まれる留学 

ロ 公益社団法人または公益財団法人が斡旋する外国の高等学校への留学 

四 一学年度間（留学先の高等学校における一年間の課程の履修に必要な期間をいう。以下同じ。）

または二学年度間（留学先の高等学校における二年間の課程の履修に必要な期間をいう。以下

同じ。）の留学をする者であること。 

（奨学金の貸付額および給付額） 
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第三条 修学奨学金の貸付額は、次の表のとおりとする。 

奨学生の区分 通学区分 貸付月額 

高等学校奨学生 

国公立高等学校 
自宅通学 一万八千円 

自宅外通学 二万三千円 

私立高等学校 
自宅通学 三万円 

自宅外通学 三万五千円 

高等専門学校奨学生 

国公立高等専門学校 
自宅通学 一万八千円 

自宅外通学 二万三千円 

私立高等専門学校 
自宅通学 三万円 

自宅外通学 三万五千円 

備考 「高等学校奨学生」には、中等教育学校の後期課程または特別支援学校の高等部の生徒

を含む。 

２ 通学奨学金の貸付額は、次の表のとおりとする。 

奨学生の区分 通学費の月額区分 貸付月額 

高等学校奨学生および

高等専門学校奨学生 

六千円以上八千円未満 五千円 

八千円以上一万二千円未満 七千円 

一万二千円以上一万六千円未満 一万円 

一万六千円以上二万円未満 一万三千円 

二万円以上 一万六千円 

備考 「高等学校奨学生」には、中等教育学校の後期課程または特別支援学校の高等部の生徒

を含む。 

３ 福井県きぼう応援奨学金の給付額は、月額一万八千円とする。 

４ 福井県きぼう応援海外留学奨学金の給付額は、一学年度間の留学については年額六十万円以内、

二学年度間の留学については年額三百万円以内（留学先が外務省組織令（平成十二年政令第二百

四十九号）第二条のアジア大洋州局の所掌に属する国または地域（同令第三十七条第一項の大洋

州課の所掌に属するものを除く。）である場合にあつては、年額二百五十万円以内）で、教育委

員会が必要と認めた額とする。 

５ 教育委員会は、第一項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、修学奨学金の貸

付額を別に定めることができる。 
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（出願手続） 

第四条 奨学金（福井県きぼう応援奨学金および福井県きぼう応援海外留学奨学金を除く。）の貸

付けを受けようとする者（以下「出願者」という。）は、連帯保証人と連署した福井県奨学生願

書（様式第一号または様式第二号。次条において「願書」という。）に、出願者と生計を一にす

る者の所得に関する証明書その他学資の支弁が困難であることを証する書類を添え、その在学す

る学校の長に提出して、その推薦を受けなければならない。 

２ 前項の連帯保証人は、出願者が未成年者であるときはその保護者（親権を行う者または未成年

後見人をいう。以下同じ。）と、出願者が成年者の場合は父母兄姉またはこれらに代わる者とす

る。 

３ 福井県きぼう応援奨学金の給付を受けようとする者（以下「きぼう出願者」という。）は、福

井県きぼう応援奨学生願書（様式第四号。次条において「きぼう願書」という。）に、きぼう出

願者と生計を一にする者の所得に関する証明書その他学資の支弁が困難であることを証する書類

を添え、在学する学校の長に提出して、その推薦を受けなければならない。この場合において、

在学する学校が市町立中学校である場合は、その学校が所在する市町の市町教育委員会の推薦を

受けなければならない。 

４ 福井県きぼう応援海外留学奨学金の給付を受けようとする者（以下「留学出願者」という。）

は、一学年度間ごとに、福井県きぼう応援海外留学奨学生願書（様式第五号。次条において「留

学願書」という。）を在学する県内の学校の長に提出して、その推薦を受けなければならない。 

（奨学生の推薦） 

第五条 前条第一項の規定により、学校の長が出願者を推薦しようとするときは、実情を調査し、

条例第三条に規定する要件を備えているかどうかを審査の上、前条第一項の願書を教育委員会に

提出しなければならない。 

２ 前条第三項の規定により、学校の長がきぼう出願者を推薦しようとするときは、実情を調査し、

第二条の二第一項に規定する要件を備えているかどうかを審査の上、前条第三項のきぼう願書を

教育委員会に提出しなければならない。 

３ 前条第四項の規定により、学校の長が留学出願者を推薦しようとするときは、実情を調査し、

第二条の二第二項に規定する要件を備えているかどうかを審査の上、前条第四項の留学願書を教

育委員会に提出しなければならない。 

（奨学生の採用） 

第六条 奨学生の採用は、第二十四条の福井県奨学生選考委員会の選考を経て、教育委員会が決定
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する。 

２ 教育委員会は、前項の規定により貸与奨学生の採用を決定したときは、その決定を受けた者（以

下「採用者」という。）に対し、その在学する学校の長を経て、福井県奨学生採用通知書（様式

第六号。以下この条および次条において「採用通知書」という。）を交付する。この場合におい

て、採用者が高等学校もしくは高等専門学校または大学（大学院を除く。以下この条において同

じ。）に入学しようとする者であるときは、採用通知書に代えて、福井県奨学生予約採用通知書

（様式第七号。次項において「予約採用通知書」という。）を交付する。 

３ 教育委員会は、第一項の規定により給付奨学生の採用を決定したときは、その決定を受けた者

（以下「きぼう採用者」という。）に対し、その在学する学校の長を経て、福井県きぼう応援奨

学生予約採用通知書（様式第七号の二。次項において「きぼう予約採用通知書」という。）を交

付する。 

４ 第二項後段または前項の場合において、予約採用通知書またはきぼう予約採用通知書の交付を

受けた採用者またはきぼう採用者が高等学校もしくは高等専門学校または大学に入学したときは、

その旨を教育委員会に報告しなければならない。 

５ 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、採用者またはきぼう採用者に採用通知

書または福井県きぼう応援奨学生採用通知書（様式第七号の三）を交付する。 

６ 教育委員会は、第一項の規定により留学奨学生の採用を決定したときは、その決定を受けた者

（以下「留学採用者」という。）に対し、その在学する学校の長を経て、福井県きぼう応援海外

留学奨学生採用通知書（様式第七号の四）を交付する。 

（奨学金の貸付申請） 

第七条 採用者は、採用通知書の交付を受けたときは、直ちに、連帯保証人および保証人と連署し

た福井県奨学金貸付申請書（様式第八号）を、その在学する学校の長を経て、教育委員会に提出

しなければならない。 

２ 前項の保証人は、採用者と生計を一にする者であつてはならない。 

（奨学金の貸付けまたは給付） 

第八条 奨学金（福井県きぼう応援海外留学奨学金を除く。）は、毎月一箇月分ずつ貸し付け、ま

たは給付する。ただし、特別の事情がある場合には二箇月分以上を貸し付け、または給付するこ

とができる。 

２ 福井県きぼう応援海外留学奨学金は、留学奨学生からの請求に基づき、一学年度間分ごとに給

付する。 
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（学業成績および生活状況の報告） 

第九条 奨学生（留学奨学生を除く。）は、毎年四月十日までに学業成績表および生活状況報告書

を、その在学する学校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。 

２ 二学年度間の留学をする留学奨学生は、一学年度間の履修を修了したときは、速やかに、留学

状況報告書を、その在学する県内の学校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。 

３ 留学奨学生は、留学が修了したときは、速やかに、留学修了報告書を、その在学する県内の学

校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。 

（異動届） 

第十条 奨学生は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、異動届（様式第九号）を、

その在学し、または在学した学校の長（留学奨学生にあつては、県内の学校の長。以下同じ。）

を経て、教育委員会に提出しなければならない。 

一 休学、復学、転学または退学をしたとき。 

二 停学その他の処分を受けたとき。 

三 連帯保証人または保証人を変更したとき。 

四 本人、連帯保証人または保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があつたとき。 

五 第三条第一項の表に掲げる通学の区分を変更したとき。 

六 第三条第二項の表に掲げる通学費の月額区分の適用に変更があつたとき。 

七 生活状態が著しく好転する等学資の支弁が可能となつたとき。 

（転学した場合の奨学金の取扱い） 

第十一条 奨学生が転学した場合において、引き続き奨学金の貸付けまたは給付を受けようとする

ときは、福井県奨学金貸付継続願（様式第十号）または福井県きぼう応援奨学金給付継続願（様

式第十号の二）を、転入学に係る学校の長を経て教育委員会に提出し、その承認を受けなければ

ならない。 

（貸付額の変更） 

第十一条の二 奨学生は、奨学金の貸付額の変更を必要とする事由が生じたときは、直ちに、福井

県奨学金貸付額変更申請書（様式第八号）を、その在学する学校の長を経て、教育委員会に提出

しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の福井県奨学金貸付額変更申請書の提出があつたときは、その変更に係る

事由が生じた日の属する月の翌月から奨学金の貸付月額を変更するものとする。 

（奨学金の貸付けまたは給付の停止） 
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第十二条 教育委員会は、奨学生が休学し、または三月以上の長期間にわたり欠席したときは、奨

学金の貸付けまたは給付を停止するものとする。 

（奨学金の貸付けまたは給付の再開） 

第十三条 教育委員会は、前条の規定により奨学金の貸付けまたは給付を停止された者が、その事

由がやんだ後、福井県奨学金貸付再開願（様式第十一号）または福井県きぼう応援奨学金給付再

開願（様式第十一号の二）を、その在学する学校の長を経て教育委員会に提出し、その承認を受

けたときは、奨学金の貸付けまたは給付を再開するものとする。 

（奨学金の貸付けまたは給付の廃止） 

第十四条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、奨学金の貸付けまたは給付をしない

ものとする。 

一 負傷、疾病等のため成業の見込みがないとき。 

二 学業成績または性行が不良となつたとき。 

三 奨学金を必要としなくなつたとき。 

四 奨学生としての責務を怠り、または奨学生として適当でない行為をしたとき。 

五 退学したとき。 

六 死亡したとき。 

七 原級にとどまつたとき。ただし、その学年において休学を認められた場合を除く。 

２ 留学奨学生は、留学する外国の高等学校において、第十二条または前項各号（第六号を除く。）

のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちにその旨を在学する県内の学校の長に報告しな

ければならない。 

３ 奨学生の在学する学校の長は、第十二条または第一項各号のいずれかに該当する事由が生じた

とき（留学奨学生の在学する県内の学校の長にあつては、当該事由が生じたことを知つたとき）

は、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。 

（奨学金の貸付けまたは給付の辞退） 

第十五条 奨学生は、福井県奨学金貸付辞退届（様式第十二号）または福井県きぼう応援奨学金給

付辞退届（様式第十二号の二）を、その在学する学校の長を経て教育委員会に提出し、奨学金の

貸付けまたは給付の辞退を申し出ることができる。 

（奨学金借用証書の提出） 

第十六条 貸与奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合には、在学中貸付けを受けた奨学金

の全額について、連帯保証人および保証人と連署の上、福井県奨学金借用証書（様式第十三号）
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を、その在学し、または在学した学校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。 

一 卒業したとき。 

二 奨学金の貸付けを廃止されたとき。 

三 奨学金の貸付けを辞退したとき。 

（奨学金の返還） 

第十七条 貸与奨学生が前条各号のいずれかに該当するときは、当該貸与奨学生またはその連帯保

証人もしくは保証人は、奨学金の貸付けが終了した月の翌月から起算して六月を経過した後二十

年以内に奨学金を返還しなければならない。ただし、第十九条の規定により奨学金の返還の猶予

の承認を受けたときは、その承認を受けた期間を奨学金の返還に係る期間に加算する。 

２ 前項の規定による奨学金の返還は、年賦、半年賦または月賦の方法によらなければならない。

この場合においては、教育長の指定する方法により、教育長の指定する期日までに返還しなけれ

ばならない。 

３ 給付奨学生および留学奨学生に第十二条もしくは第十四条第一項各号のいずれかに該当する事

由が生じたとき、またはこれらの者が給付条件に従わなかつたときは、既に給付した奨学金の全

部または一部の返還を求めることができる。 

（貸与奨学生であつた者の届出） 

第十八条 貸与奨学生であつた者は、奨学金の返還を完了する前にその氏名、住所、職業その他重

要な事項に変更があつたときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。 

（奨学金の返還の猶予） 

第十九条 貸与奨学生であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、奨学金の返還の

猶予を受けようとするときは、連帯保証人および保証人と連署した福井県奨学金返還猶予願（様

式第十四号）に該当各号に定める書類を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければな

らない。 

一 災害または負傷もしくは疾病により奨学金の返還が困難となつたとき。 り災証明書または

医師の診断書 

二 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）、高等専門学校または大学に在学するとき。 

在学証明書 

三 その他やむを得ない事由により奨学金の返還が著しく困難となつたとき。 その事由を証明

するに足る書類 

２ 奨学金の返還を猶予する期間は、一年を超えない期間とし、該当する事由が継続するときは、
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申請により、一年を超えない範囲においてそのつど期間を延長することができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、貸与奨学生であつた者が第一項第二号に該当すると

きは、申請により、その該当する期間中、奨学金の返還を猶予することができる。 

（死亡届） 

第二十条 貸与奨学生が死亡したときは、その相続人または連帯保証人は、直ちに、死亡届に第十

六条の福井県奨学金借用証書を添え、当該貸与奨学生の在学した学校の長を経て、教育委員会に

提出しなければならない。 

２ 貸与奨学生であつた者が奨学金の返還を完了する前に死亡したときは、その相続人または連帯

保証人は、直ちに死亡届を教育委員会に提出しなければならない。 

３ 給付奨学生または留学奨学生が死亡したときは、その相続人は、直ちに、死亡届を当該給付奨

学生または留学奨学生の在学した学校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。 

（奨学金の返還の免除） 

第二十一条 教育委員会は、貸与奨学生または貸与奨学生であつた者が奨学金の返還を完了する前

に死亡し、または心身の障害により労働能力を喪失し、もしくは労働能力に高度の制限を有する

こととなつたときは、その事由の生じた日以後における返還すべき奨学金の全部または一部を免

除することができる。 

第二十二条 前条の規定により奨学金の返還の免除を受けようとする者（相続人または連帯保証人

を含む。）は、福井県奨学金返還免除願（様式第十五号）に次に掲げる書類を添えて、教育委員

会に提出しなければならない。 

一 死亡によるときは死亡診断書、心身障害によるときはその事実および程度を証する医師の診

断書 

二 奨学金の返還ができなくなつた事由を証する書類 

（奨学金の返還の免除の決定） 

第二十三条 第二十一条の規定による奨学金の返還の免除については、次条の福井県奨学生選考委

員会の審査を経て、教育委員会が決定する。 

（選考委員会の設置） 

第二十四条 奨学生の選考および奨学金の返還の免除の審査のため、福井県奨学生選考委員会（以

下「選考委員会」という。）を置く。 

（組織） 

第二十五条 選考委員会は、委員十名以内をもつて組織する。 
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２ 委員の任期は、一年とする。 

３ 委員は、福井県職員および学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

（委員長） 

第二十六条 選考委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員が互選する。 

３ 委員長は、選考委員会の会議を主宰する。 

（会議） 

第二十七条 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数の場合は、委

員長の決するところによる。 

（準用） 

第二十八条 この規則に定めるもののほか、基金の管理については、福井県財務規則（昭和三十九

年福井県規則第十一号）の定めるところによる。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 福井県奨学育英資金貸与規則（昭和三十二年福井県教育委員会規則第三号）は、廃止する。 

附 則（昭和四七年教委規則第五号） 

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。 

附 則（昭和四九年教委規則第一三号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。 

附 則（昭和五二年教委規則第二号） 

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。 

附 則（昭和五四年教委規則第三号） 

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。 

附 則（昭和五六年教委規則第四号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際現にこの規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則（以下「改

正前の規則」という。）に基づき奨学金の貸付けを受けて修学している者は、この規則による改

正後の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に基づき修学奨学金の貸付けを受ける者となるもの
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とする。 

３ 改正前の規則に定める用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（昭和五六年教委規則第七号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五九年教委規則第四号） 

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。 

附 則（昭和六二年教委規則第三号） 

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定は、昭和六

十二年十月一日から施行する。 

附 則（平成二年教委規則第六号） 

この規則は、平成二年四月一日から施行する。 

附 則（平成五年教委規則第一号） 

この規則は、平成五年四月一日から施行する。ただし、平成五年三月三十一日に修学奨学金を受

けている大学奨学生については、改正後の第三条第一項の表にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成八年教委規則第二号） 

この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、平成八年三月三十一日に修学奨学金を受

けている大学奨学生については、改正後の第三条第一項の表にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成一〇年教委規則第五号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に定める様式による用紙は、当

分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成一一年教委規則第二号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十一年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成十一年三月三十一日において現に大学奨学生または大学院奨学生である者に対する修学奨

学金の貸付額については、改正後の第三条第一項の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に定める様式による用紙は、当
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分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成一二年教委規則第六号） 

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 

附 則（平成一三年教委規則第六号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 

附 則（平成一四年教委規則第三号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から

施行する。 

（経過措置） 

２ 平成十四年三月三十一日において現に大学奨学生または大学院奨学生である者に対する修学奨

学金の貸与額については、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に定める様式による用紙は、当

分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成一六年教委規則第九号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十六年十二月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に定める様式による用紙は、当

分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成一九年教委規則第三号） 

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 

附 則（平成二三年教委規則第一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二三年教委規則第六号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に定める様式による用紙は、当
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分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成二五年教委規則第二号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二七年教委規則第二号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に定める様式による用紙は、当

分の間、所要の調整をして使用することができる。 

（準備行為） 

３ この規則による改正後の第五条の規定による推薦、第六条の規定による採用およびこれらに関

し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。 

附 則（平成二八年教委規則第一〇号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の第二条の二第二項の規定は、平成二十八年四月一日以降に留学を開始

した生徒または学生について適用する。 

附 則（平成三〇年三月二七日教委規則第一号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成三十年三月三十一日において現に大学奨学生もしくは大学院奨学生である者または第六条

第二項の福井県奨学生予約採用通知書の交付を受けている者（大学に入学しようとする者に限

る。）に対する修学奨学金の貸与額については、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

３ 改正前の福井県奨学育英基金管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所用の調整をし

て使用することができる。 

附 則（平成三一年三月一九日教委規則第一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成三一年四月二六日教委規則第八号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の福井県奨学育英基金管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし

て使用することができる。 

様式第１号（第４条関係） 
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